
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
半導体集積回路の多層配線用層間絶縁膜の製造方法であって、
　シリコン系炭化水素を材料ガスとして用いてプラズマ CVD法により、第１の絶縁膜を形
成する工程と、
　前記第１の絶縁膜を形成した後、 in-situで連続的にシリコン系炭化水素ガス及び酸化
性ガスを材料ガスとして用いてプラズマ CVD法により、前記第１の絶縁膜上に第２の絶縁
膜を形成する工程と、

【請求項２】
請求項１に記載の方法であって、前記酸化性ガスの流量は前記シリコン系炭化水素ガスの
流量の１ .２～１００倍である、ところの方法。
【請求項３】
請求項１に記載の方法であって、前記酸化性ガスは、酸素、亜酸化窒素、オゾン、過酸化
酸素、二酸化炭素、アルコール類の少なくとも１つから成る、ところの方法。
【請求項４】
半導体集積回路の多層配線用層間絶縁膜であって、
　シリコン系炭化水素を材料ガスとして用いてプラズマ CVD法により形成された、第１の
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から成り、
前記シリコン系炭化水素は、ジメチル・ジメトキシシランまたは１，３ジメトキシテトラ
メチルジシロキサンである、ところの方法。



絶縁膜と、
　前記第１の絶縁膜を形成した後、 in-situで連続的にシリコン系炭化水素ガス及び酸化
性ガスを材料ガスとして用いてプラズマ CVD法により、前記第１の絶縁膜上に形成された
第２の絶縁膜と、

【請求項５】
請求項４に記載の多層配線用層間絶縁膜であって、前記酸化性ガスの流量は前記シリコン
系炭化水素ガスの流量の１ .２～１００倍である、ところの多層配線用層間絶縁膜。
【請求項６】
請求項４に記載の多層配線用層間絶縁膜であって、前記酸化性ガスは、酸素、亜酸化窒素
、オゾン、過酸化酸素、二酸化炭素、アルコール類の少なくとも１つから成る、ところの
多層配線用層間絶縁膜。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体集積回路の多層配線用層間絶縁膜及びその製造方法に関し、特に、 Cu多
層配線に使用するためのポリッシングストッパ膜及びその製造方法に関する。
【０００２】
【従来技術】
半導体集積回路は、これまで高速化及び高機能化を目指し、微細化が進んできた。従来、
半導体集積回路の多層配線材料として Alが使用されてきたが、配線が微細かつ長距離にな
るにつれ、電流密度の増大で発生するエレクトロマイグレーションによる断線事故及び Al
の抵抗率及び絶縁膜の誘電率に起因する信号遅延といった点が問題になってきた。
【０００３】
次世代の多層配線材料として注目されているのが Cuである。 Cuは断線事故に対して強く、
抵抗も Alに比べて小さい。 1997年に、 IBMと Motorolaによって、デュアルダマシン (Dual-D
amascene)と呼ばれる技術が開発された。従来は、 Al膜をエッチングで凸状に加工して配
線を形成し、その後層間を絶縁膜で埋め込んでいた。これに対してダマシン配線技術は、
平坦な層間絶縁膜に配線パターンの溝をエッチングで形成し、全面に Cu薄膜を堆積させた
後、化学機械研磨（ CMP）によって研磨し、溝部分にのみ Cuを残して配線とするものであ
る（例えば、非特許文献１参照）。
【０００４】
【非特許文献１】
「次世代 ULSIプロセス技術」株式会社リアライズ社、平成１２年２月２９日、ｐ .558－ 56
5
【０００５】
このダマシン配線技術では、低誘電率絶縁膜の適用が必須である。低誘電率絶縁膜として
、スピンコート法による無機 SOG膜、材料ガスとして CxFyHzを用いたプラズマ CVD法による
a-C:F膜、材料ガスとしてシリコン系炭化水素を用いたプラズマ CVD法による SixCyOz膜等
が知られている。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
ダマシン配線技術の CMP工程では、研磨布と研磨液（スラリー）を用いて研磨を行うが、
絶縁膜の機械的強度が低いと Cu配線部分より絶縁膜部分が凹んでしまうディッシングと呼
ばれる問題が生じる。これは、研磨レートの異なる材料が同一研磨面内に混在する（例え
ば、金属配線及び層間絶縁膜）場合、研磨布が変形可能であることから、研磨レートの大
きな材料が余計に研磨されるために発生する現象である。ダマシン配線技術で最も有望な
低誘電率膜である SixCyOz膜は、膜中に -CHx結合を多く含み多孔質であるため機械的強度
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から成り、
前記シリコン系炭化水素は、ジメチル・ジメトキシシランまたは１，３ジメトキシテトラ
メチルジシロキサンである、ところの多層配線用層間絶縁膜。



が低く、ディッシングの問題が生じる。
【０００７】
ディッシングの問題を解決するために後処理用の装置を用意すると、装置スペース及びコ
ストの面で問題となるばかりか、装置間の移動の際に生じるパーティクル汚染も問題とな
る。
【０００８】
したがって、本発明の目的は、ダマシン配線技術の CMP工程でディッシングが生じないよ
うな層間絶縁膜を製造する方法を与えることである。
【０００９】
本発明の他の目的は、別の装置を一切必要としない低コストの層間絶縁膜を製造する方法
を与えることである。
【００１０】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決するために、本発明に係る層間絶縁膜を製造する方法は以下の工程から成
る。
【００１１】
半導体集積回路の多層配線用層間絶縁膜の製造方法は、
シリコン系炭化水素を材料ガスとして用いてプラズマ CVD法により、第１の絶縁膜を形成
する工程と、
第１の絶縁膜を形成した後、 in-situで連続的にシリコン系炭化水素ガス及び酸化性ガス
を材料ガスとして用いてプラズマ CVD法により、第１の絶縁膜上に第２の絶縁膜を形成す
る工程と、
から成る。
【００１２】
好適には、酸化性ガスの流量はシリコン系炭化水素ガスの流量の１ .２～１００倍である
。
【００１３】
本発明で使用するシリコン系炭化水素は、一般式 Siα Oα - 1 (R)2 α - β + 2 (OCn H2 n + 1 )で表さ
れ、
ここで、α＝１～３の整数、β＝０～２の整数、ｎ＝１～３の整数及び R＝ Siに結合され
た C1 - 6炭化水素である。
【００１４】
具体的には、シリコン系炭化水素は、ジメチル・ジメトキシシランを含む。
【００１５】
また具体的には、酸化性ガスは、酸素、亜酸化窒素、オゾン、過酸化酸素、二酸化炭素、
アルコール類の少なくとも１つから成る。
【００１６】
一方、半導体集積回路の多層配線用層間絶縁膜は、
シリコン系炭化水素を材料ガスとして用いてプラズマ CVD法により形成された、第１の絶
縁膜と、
第１の絶縁膜を形成した後、 in-situで連続的にシリコン系炭化水素ガス及び酸化性ガス
を材料ガスとして用いてプラズマ CVD法により、第１の絶縁膜上に形成された第２の絶縁
膜と、
から成る。
【００１７】
【発明の実施の態様】
以下、図面を参照しながら本願発明を詳細に説明する。図１は、本発明に係る半導体集積
回路の多層配線用層間絶縁膜の製造方法に使用するプラズマ CVD装置の略示図である。
【００１８】
プラズマ CVD装置 1は反応チャンバ 6を含む。反応チャンバ 6内側には半導体ウエハ 4を載置
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するためのサセプタ 3が設けられている。サセプタ 3はヒータ 2によって支持され、該ヒー
タ 2は半導体ウエハ 4を所定の温度（ 350～ 450℃）に維持する。サセプタ 3はプラズマ放電
のための一方の電極を兼ねており、反応チャンバ 6を通じて接地 11されている。反応チャ
ンバ 6の内側天井部にはサセプタ 3と平行に対向して、シャワーヘッド 9が設けられている
。シャワーヘッド 9は底面に多くの細孔を有しており、そこから以下に説明する材料ガス
が半導体ウエハ 4に向かって均一に噴出される。シャワーヘッド 9の中央部には材料ガス導
入口 5が設けられ、材料ガスはガスライン（図示せず）を通じてシャワーヘッド 9に導入さ
れる。ガス導入口 5は反応チャンバ 6から電気的に絶縁されている。シャワーヘッド 9はプ
ラズマ放電のためのもう一方の電極を兼ねており、材料ガス導入口 5を通じて外部の第 1の
高周波電源 7及び第 2の高周波電源 8に接続されている。これによって、半導体ウエハ 4の近
傍にプラズマ反応場が生成される。反応チャンバ 6の底部には排気口 10が設けられ、外部
の真空ポンプ（図示せず）と連結されている。
【００１９】
次に、本発明に係る半導体集積回路の多層配線用層間絶縁膜の製造方法について説明する
。本発明に係る多層配線用層間絶縁膜の製造方法は、シリコン系炭化水素を材料ガスとし
て用いてプラズマ CVD法により、第１の絶縁膜を形成する工程を含む。ここで材料ガスは
、一般式 Siα Oα - 1 (R)2 α - β + 2 (OCn H2 n + 1 )（ここで、α＝１～３の整数、β＝０～２の整
数、ｎ＝１～３の整数及び R＝ Siに結合された C1 - 6炭化水素）で表されるシリコン系炭化
水素であり、好適には DM-DMOS（ジメチル・ジメトキシシラン）である。他に副原料ガス
として、 CO2、アルコール類、少なくとも１つの不飽和結合を含む炭化水素、または N2を
含むことができる。 Si/O比を制御する必要がある場合には副原料ガスとしてさらに O2若し
くは N2 Oを付加することもできる。さらに添加ガスとして、 Ar及び／または Heのような不
活性ガスを含むこともできる。
【００２０】
外部真空ポンプ（図示せず）によって真空排気した後、材料ガスは、ガス導入口 5からシ
ャワーヘッド 9を通じて反応チャンバ 6内部に導入される。続いて、第１の高周波電源 7及
び第２の高周波電源 8によって励起高周波パワーが印加され、半導体基板 4近傍にプラズマ
反応場が形成される。ここで、第１の高周波電源 7の周波数は 2MHz以上であり、重畳する
第２の高周波電源 8の周波数は 2MHz以下である。選択的に、第１の高周波電源 7のみを用い
ることも可能である。プラズマ中で分解した材料ガス原子が化学反応を起こし、組成 SixC
yOzの第１の絶縁膜が半導体ウエハ 4上に堆積する。
【００２１】
また、本発明に係る多層配線用層間絶縁膜の製造方法は、第１の絶縁膜を形成した後、 in
-situで連続的にシリコン系炭化水素ガス及び酸化性ガスを材料ガスとして用いてプラズ
マ CVD法により、第１の絶縁膜上に第２の絶縁膜を形成する工程を含む。ここで材料ガス
として用いるシリコン系炭化水素は、一般式 Siα Oα - 1 (R)2 α - β + 2 (OCn H2 n + 1 )（ここで、
α＝１～３の整数、β＝０～２の整数、ｎ＝１～３の整数及び R＝ Siに結合された C1 - 6炭
化水素）で表されるシリコン系炭化水素であり、好適には DM-DMOS（ジメチル・ジメトキ
シシラン）である。また材料ガスとして用いる酸化性ガスは、酸素、亜酸化窒素、オゾン
、過酸化酸素、二酸化炭素、アルコール類の少なくとも１つから成る。以下に詳細に説明
するように、鋭意研究を重ねた結果、酸化性ガスの流量をシリコン系炭化水素ガスの流量
の１ .２～１００倍に制御することにより、第２の絶縁膜がポリッシングストッパ膜とし
ての機能を果たすことがわかった。
【００２２】
第１の絶縁膜が形成された後、 in-situで連続的に材料ガスをガス導入口 5からシャワーヘ
ッド 9を通じて反応チャンバ 6内に導入する。この際、酸化性ガスの流量はシリコン系炭化
水素ガスの流量の１ .２～１００倍に制御する。続いて、第１の高周波電源 7及び第２の高
周波電源 8によって励起高周波パワーが印加され、半導体ウエハ 4近傍にプラズマ反応場が
形成される。ここで、第１の高周波電源 7の周波数は 2MHz以上であり、重畳する第２の高
周波電源 8の周波数は 2MHz以下である。選択的に、第１の高周波電源 7のみを用いることも
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可能である。プラズマ中で分解した材料ガス原子が化学反応を起こし、組成 SiO2の第２の
絶縁膜が半導体基板 4上に堆積する。
【００２３】
第１の絶縁膜の特徴は誘電率が低いことである。これは、主原料ガス（シリコン系炭化水
素）中の Si-C結合がそのまま膜中に取り込まれ、膜の密度が疎となるためである。しかし
、第１の絶縁膜は膜中に -CHx結合を多く含み多孔質であるため機械的強度が低いという欠
点を有する。本発明者らはこの点に着目し、第１の絶縁膜の欠点を補うべく、機械的強度
の高い第２の絶縁膜を第１の絶縁膜上に形成する方法を発明するに至った。第２の絶縁膜
の特徴は機械的強度が高いことである。これは、酸化性ガスを過剰に流すことによって、
膜中に Cが入らず、膜が緻密となるためであると考えられる。
【００２４】
【実施例】
以下、本発明に係る層間絶縁膜の製造方法で形成した絶縁膜の評価実験を行ったので説明
する。実験では、主原料ガスとして DM-DMOS及び 1,3ジメトキシテトラメチルジシロキサン
を用い、それぞれの場合について第２の絶縁膜の単独評価及び第１の絶縁膜と組み合わせ
た場合のダマシン構造の CMP研磨試験を行った。
（実験１）
プラズマ CVD装置： Eagle 12（日本エー・エス・エム社製）
第１の絶縁膜の成膜条件：
主原料ガス： DM-DMOS　　 200sccm
添加ガス： He　　　　　　　 400sccm
第１の RF周波数：　　　　　 27.12MHz　　 2.8W/cm2

第２の絶縁膜の成膜条件：
主原料ガス： DM-DMOS　　　　 100sccm
酸化性ガス： O2
第１の RF周波数：　　　　　 27.12MHz
その他の第２の絶縁膜の成膜条件は表１の通りである。
【００２５】
【表１】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２６】
この条件で、まず第２の絶縁膜を１μ m成膜し、単独での膜厚分布、屈折率及び硬度を評
価した。表２は評価結果を示したものである。
【００２７】
【表２】

10

20

30

40

50

(5) JP 4015510 B2 2007.11.28



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００２８】
CMPのポリッシングストッパとして好適な硬度は 6GPa以上である。この実験結果から、第
２の絶縁膜の好適な成膜条件は、酸化性ガス／主原料ガスの流量比＝１ .２～１００、圧
力 100～ 400Pa、第１ RF高周波パワー＝ 0.5～ 1.5W/cm2であることがわかった。
【００２９】
次に、 CMP試験を行ったので説明する。まず、上記装置及び成膜条件で第１の絶縁膜を１
μ m形成した。その後表１の成膜条件に従い in-situで連続的に第２の絶縁膜を 0.1μ m形成
した。ダマシン構造を CMPで研磨したところ、表１のすべての条件でディッシングは検出
されなかった。
【００３０】
【効果】
本発明に係る層間絶縁膜の製造方法によれば、ダマシン配線技術の CMP工程においてポリ
ッシングストッパとして機能する絶縁膜を与えることができた。その結果、低誘電率絶縁
膜である SixCyOz膜のディッシングの問題は解決された。
【００３１】
また、本発明に係る層間絶縁膜の製造方法によれば、従来のプラズマ CVD装置をそのまま
使用することができるため、後処理用の付加的な装置は一切不要となり、装置スペース及
びコストを増大させることはない。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、本発明に従う半導体集積回路の多層配線用層間絶縁膜の製造方法に使用
するプラズマ CVD装置の略示図である。
【符号の説明】
1　　　プラズマ CVD装置
2　　　ヒータ
3　　　サセプタ
4　　　半導体ウエハ
5　　　材料ガス導入口
6　　　反応チャンバ
7　　　第１高周波電源
8　　　第２高周波電源
9　　　シャワーヘッド
10　　　排気口
11　　　接地
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【 図 １ 】

(7) JP 4015510 B2 2007.11.28



フロントページの続き

(72)発明者  高橋　聡
            東京都多摩市永山６丁目２３番１日本エー・エス・エム株式会社内

    審査官  田中　永一

(56)参考文献  特開２００２－１６４３４２（ＪＰ，Ａ）
              特開平０６－１６８９３７（ＪＰ，Ａ）
              特開平０６－０８４９０２（ＪＰ，Ａ）
              特開平０６－１４０３９０（ＪＰ，Ａ）
              特開２００２－１３４５０２（ＪＰ，Ａ）
              特開２００１－１３５６３２（ＪＰ，Ａ）
              特開平１１－２８８９３１（ＪＰ，Ａ）
              特開平０７－０５８１００（ＪＰ，Ａ）
              特開平１０－０９２８１０（ＪＰ，Ａ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              H01L  21/312
              H01L  21/314
              H01L  21/316
              H01L  21/318
              H01L  21/768
              H01L  23/522

(8) JP 4015510 B2 2007.11.28


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

